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第
三
節 

戦
国
時
代 

伊
達
氏
と
八
丁
目
城 

 

松
川
が
歴
史
上
は
じ
め
て
文
書
に
見
え
る
の
は
、
伊
達
家
一
四
代
稙
宗

が
守
護
職
に
補
さ
れ
、
そ
の
稙
宗
が
作
成
し
た
天
文
七
年(

一
五
三
八)

の

｢

段
銭
帳(

耕
地
税
台
帳) ｣
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
段
銭
帳
に
は
ミ
つ
ハ
ら(

水

原) ･

八
丁
目･

て
ん
ミ
や
う
ね(
天
明
根) ･

つ
ゝ
ミ
ノ
を
か(

皷
ヶ
岡) ･

か
ね

さ
ハ(

金
沢) ･

あ
さ
川(

浅
川)

と
有
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
段
銭
帳
に
は
関

谷
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
時
代
に
関
谷
は
、
ま
だ｢

村｣

と
し
て
の
形

態
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
関
谷
村
の
初
見
は
、
文

禄
三
年(

一
五
九
四)

の｢

蒲
生
高
目
録｣

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

八
丁
目
城
は
戦
国
時
代
の
一
六
世
紀
、
伊
達
稙
宗(
守
護
桑
折
西
山
城

主)

の
支
城
と
し
て
築
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
子
晴
宗
と
戦
っ
た
天
文
の
乱
に

は
、
天
文
十
二
年(

一
五
四
三)

八
月
か
ら
一
年
半
ほ
ど
在
住
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
八
丁
目
城
が
歴
史
上
重
要
な
役
割
を
持
つ
の
は
、
天
文
十
一

年(

一
五
四
二)

六
月
に
始
ま
っ
た
天
文
の
乱
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

八
丁
目
城
の
城
主
は
初
め
、
堀
越
能
登
守
で
し
た
。
能
登
守
は
伊
達
家

の
宿
老(

江
戸
時
代
の
家
老
に
相
当
す
る
職)

と
い
わ
れ
、
そ
の
祖
家
茂
は

駿
河
国(

静
岡
県)

堀
越
荘
に
住
し
た
こ
と
か
ら
堀
越
氏
を
名
乗
り
、
伊
達

家
の
祖
、
朝
宗
に
従
っ
て
奥
州
に
来
在
し
、
安
達
郡
大
田
郷
百
余
町
を
賜

っ
た
と
伝
え
る
古
い
家
柄
で
あ
り
ま
す
。
後
述
す
る
天
文
の
乱
後
、
晴
宗

は
八
丁
目
城
主
に
清
野
備
前
守･

遠
江
守
父
子
を
す
え
ま
し
た
。遠
江
守
が

晴
宗
に
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
後
、
復
帰
し
た
堀
越
能
登
守
は
や
が
て
伊
達
氏

に
そ
む
き
、
二
本
松
城
主
畠
山
氏
に
通
じ
、
八
丁
目
城
は
二
本
松
城
主
の

手
中
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
。
天
正
二
年(

一
五
七
四)

大
森
城
主
伊
達
実
元

(

晴
宗
の
弟)

が
こ
の
城
を
奪
回
し
ま
し
た
。
畠
山
氏
は
武
蔵
国
男
衾
郡
畠

山
荘(

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山)

が
発
祥
。
畠
山
は
平
地
の
少
な
い
我
が
国
で

は
段
々
畠
を
造
っ
て
山
に
も
作
物
を
作
っ
た
こ
と
か
ら
の
地
名
で
あ
り
ま

す
。
桓
武
平
氏
の
秩
父
重
綱
の
子
、
重
弘
が
畠
山
氏
を
称
し
た
の
が
祖
で

あ
り
ま
す
。 

 

実
元
が
八
丁
目
城
に
隠
居
し
た
後
は
そ
の
子
成
実
が
、
ま
た
、
天
正
十

四
年(

一
五
八
六)

以
降
は
政
宗
の
重
鎮
片
倉
小
十
郎
影
綱
が
大
森
城
主
と

し
て
、
八
丁
目
城
を
支
配
し
ま
し
た
。
天
正
十
八
年(

一
五
九
○)

秀
吉
の

奥
州
仕
置
き
に
よ
り
城
は
破
却
さ
れ
た
が
、
お
お
よ
そ
の
城
構
え
は
残
さ

れ
て
現
在
に
至
り
貴
重
な
文
化
遺
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
築
城
に
際
し
、
南
約
一
㌖
の
宿
地
か
ら
移
さ
れ
て
成
立
し
た
八
丁
目
の

城
下
町(
本
町･

中
町･

天
明
根･

向
町)

は
廃
城
後
の
江
戸
時
代
に
は
八
丁
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目
宿
と
し
て
奥
州
街
道
で
屈
指
の
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。 

 

片
倉
氏
は
宮
城
県
か
ら
山
形
県
に
多
い
姓
。
信
濃
国
佐
久
間
片
倉(

長
野

県
佐
久
市
片
倉)

が
発
祥
で
、
そ
の
地
名
は
岩
や
崖
の
近
く
に
あ
る
平
坦
地

を
指
す
地
名
に
拠
る
姓
で
す
。大
崎
氏
の
家
臣
と
な
っ
て
陸
奥
国
に
移
り
、

後
に
伊
達
氏
に
仕
え
ま
し
た
。仙
台
藩
の
重
臣
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。 

天
文
の
乱 

 

天
文
十
一
年(

一
五
四
二)

六
月
二
十
日
伊
達
晴
宗
は
腹
違
い
の
弟
藤
五

郎
実
元
の
越
後
上
杉
氏
へ
の
入
嗣
を
不
満
と
し
て
父
稙
宗
と
激
し
く
対
立

し
、
親
子
の
間
で
戦
に
発
展
し
ま
し
た
。
そ
の
上
杉
氏
は
丹
波
国
何
鹿
郡

上
杉
荘(

京
都
府
綾
部
市
上
杉
町)

が
発
祥
。
藤
原
北
家
観
修
寺
高
藤
流
の

清
房
が
鎌
倉
幕
府
六
代
将
軍
宗
尊

む
ね
た
か

親
王
に
従
っ
て
鎌
倉
に
下
向
し
上
杉
荘

を
領
し
て
上
杉
氏
の
祖
と
な
り
ま
し
た
。
永
禄
四
年(

一
五
六
一)
越
後
守

護
代
を
務
め
て
い
た
長
尾
影
虎
が
上
杉
憲
政
か
ら
上
杉
の
家
督
を
譲
ら
れ

て
上
杉
氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。
そ
の
子
景
勝
は
豊
臣
秀
吉
の
五
代
大
老
の

一
人
と
な
り
会
津
若
松
で
一
二
○
万
石
を
領
し
ま
し
た
。
慶
長
六
年(

一
六

○
一)

出
羽
米
沢
三
○
万
石
に
減
封
さ
れ
て
い
ま
す
。 

越
後
守
護
職
上
杉
定
実
は
跡
継
ぎ
の
男
子
が
居
な
い
た
め
、
稙
宗
の
子

藤
五
郎
実
元
を
養
子
と
し
て
、
息
女
の
婿
と
し
て
迎
え
る
こ
と
を
伊
達
家

に
申
し
入
れ
て
き
ま
し
た
。
稙
宗
は
数
度
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
縁
組
を
辞

退
し
た
後
に
承
知
し
ま
し
た
。
そ
の
入
嗣
に
あ
た
っ
て
、
稙
宗
は
家
臣
の

中
か
ら
精
兵
一
○
○
騎
を
選
ん
で
、
こ
れ
を
実
元
に
つ
け
て
越
後
へ
や
ろ

う
と
し
た
こ
と
か
ら
稙
宗
と
晴
宗
の
対
立
は
激
し
く
、
そ
の
争
い
は
六
年

に
も
及
び
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
鎌
倉
幕
府
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝
が
稙

宗
に
停
戦
命
令
を
下
し
、
続
い
て
蘆
名
に
あ
て
て
稙
宗
、
晴
宗
の
調
停
を

命
じ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
天
文
十
七
年(

一
五
四
八)

九
月
に
親
子
は
和

睦
し
ま
し
た
。 

 

停
戦
命
令
を
下
し
た
足
利
将
軍
は
源
義
家
の
孫
義
康
が
下
野
国(

栃
木

県)

足
利
郡
足
利
荘
を
本
拠
と
し
た
た
め
称
し
た
氏
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
調

停
に
当
た
っ
た
蘆
名
氏
は
、
相
模
国(

神
奈
川
県)

の
名
族
で
平
安
時
代
の

末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
三
浦
半
島
一
帯
を
占
拠
し
て
い
た
大
豪
族
の

三
浦
氏
の
一
族
で
あ
る
と
い
う
。
会
津
と
の
関
係
は
、
他
の
東
北
地
方
の

中
世
武
士
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
祖
三
浦
義
連

よ
し
つ
ら

が
源
頼
朝

の
奥
州
合
戦
に
従
軍
し
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
会
津
に
所
領
を
与
え
ら
れ
た

こ
と
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
戦
国
時
代
は
黒
川
城

(

会
津
若
松
城)

に
居
住
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
義
連
の
父
義
明
は
治
承

四
年(

一
一
八
○)

源
頼
朝
の
挙
兵
に
従
え
ま
す
が
衣
笠
城
で
敗
死
し
て
い
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ま
す
。
そ
の
父
為
継
は
大
介
と
も
称
し
後
三
年
の
役
で
功
を
挙
げ
て
い
ま

す
。
そ
の
発
祥
は
相
模
国
三
浦
郡
三
浦(

神
奈
川
県
三
浦
市)

で
桓
武
平
氏
。

蘆
名
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
義
連
の
子
盛
連
頃
か
ら
で
、
彼
が

三
浦
半
島
西
岸
の
蘆
名
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
か
ら
と
い
わ
れ
ま

す
。
天
正
十
七
年(

一
五
八
九)

盛
重(

義
広)

は
摺
上
原
の
合
戦
で
伊
達
政
宗

に
敗
れ
て
常
陸(

茨
城
県)

の
佐
竹
氏
の
も
と
に
逃
れ
、
翌
十
八
年(

一
五
九

○)

豊
臣
秀
吉
か
ら
常
陸
国
江
戸
崎(
茨
城
県
稲
敷
市)

で
四
万
五
千
石
を
与

え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
関
が
原
の
合
戦
に
は
参
加
せ
ず
所
領
が
没
収
さ

れ
、
佐
竹
氏
の
家
臣
と
し
て
出
羽
角
館(

秋
田
県
仙
北
市
角
館)

で
は
一
万

五
千
石
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
断
絶
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
会
津
蘆
名
氏
一
族
の
盛
幸
は
陸
奥
国
耶
麻
郡
針
生(
喜
多
方
市
熱
塩
加

納)

に
住
ん
で
針
生
氏
を
称
し
て
い
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
蘆
名

姓
に
復
し
、
仙
台
藩
重
臣
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

佐
竹
氏
は
常
陸
国
久
慈
郡
佐
竹
郷(

茨
城
県
常
陸
太
田
市)

が
発
祥
。
清

和
源
氏
。
源
義
光
が
常
陸
介
と
な
っ
て
下
向
、
そ
の
子
義
業
が
佐
竹
郷
を

領
し
て
佐
竹
氏
を
称
し
ま
し
た
。
源
頼
朝
が
挙
兵
し
た
際
、
佐
竹
秀
義
は

従
わ
な
か
っ
た
た
め
奥
七
郡(

那
珂
東･

那
珂
西･

佐
都
東･

佐
都
西･

久
慈

東･

久
慈
西･

多
珂)

を
没
収
さ
れ
ま
し
た
が
、
頼
朝
の
奥
州
合
戦
で
功
を
挙

げ
奥
七
郡
を
回
復
し
ま
し
た
。
後
に
戦
国
大
名
と
し
て
発
展
し
た
義
重
の

時
に
は
奥
州
南
部
ま
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
関
ケ
原
合
戦
の
際
、

義
宣
は
中
立
だ
っ
た
た
め
、
後
に
出
羽
久
保
田(

秋
田
市)

二
○
万
五
千
石

に
減
封
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
が
秋
田
藩
初
代
藩
主
佐
竹
義
信
で
あ
り
ま
す
。 

関
谷
村
を
拓
い
た
斎
藤
氏 

 

明
治
の
初
め
福
島
県
が
編
纂
し
た
史
料
に｢

信
達
二
郡
村
史｣

が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
る
と
『
天
文(

一
五
三
二
～
五
五)

の
頃
、
伊
達
稙
宗
の
一

族
、
伊
達
成
実
の
家
臣
で
あ
る
斎
藤
但
馬
が
、
中
田
に
鎮
座
す
る
村
社
の

八
幡
様
の
北
に
あ
る
大
き
な
石
窟
を
家
と
し
て
住
み
着
い
た
。
そ
し
て
草

原
を
拓
き
田
圃
と
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
や
が
て
一
村
を
作
っ
た
。
そ
の

た
め
、
石
窟
を
家
と
し
た
こ
と
か
ら
石
屋
と
称
し
て
い
た
が
い
つ
の
頃
か

ら
か
関
谷
と
改
め
た
と
い
う
。』
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
天
保
十
二
年(

一

八
四
一)

に
信
夫
郡
鎌
田
村(

福
島
市
鎌
田)

居
住
の
志
田
白
淡
が
著
し
た
風

土
記｢

信
達
一
統
志｣

で
は
『
珍
し
い
石
が
八
つ
あ
っ
た
か
ら
石
八
と
い
い

こ
れ
が
関
谷
に
な
っ
た
』
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

石
窟
を
家
と
し
て
住
み
着
い
た
斎
藤
但
馬
の
詳
し
い
人
物
像
は
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
斎
藤
氏
は
藤
原
利
仁
の
子
叙
用

の
ぶ
も
ち

が
伊
勢
神
宮
の

斎
宮
頭

さ
い
ぐ
う
の
か
み

と
い
う
神
官
や
巫
女
の
世
話
を
す
る
役
所
の
長
官
に
な
っ
た
こ
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と
に
よ
り
、
斎
宮
の
藤
原
氏
と
い
う
こ
と
か
ら
、
斎
と
藤
を
合
わ
せ
斎
藤

と
名
乗
り
ま
し
た
。
越
前(

福
井
県
東
部)

の
斉
藤
氏
は
勢
力
を
伸
ば
し
、

こ
こ
か
ら
加
賀(

石
川
県
南
部)

の
斉
藤
、
越
中(

富
山
県)

の
斉
藤
が
出
て
い

ま
す
。
斎

い
つ
き

に
は
神
に
仕
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
斎
藤
氏
の

｢

斎｣

が｢

斎｣

で
あ
っ
た
り｢

斉｣

や｢

齋｣

が
あ
る
こ
と
は
、
明
治
の
新
戸
籍

作
成
の
時
、
世
話
人
が
ま
と
め
て
届
け
た
り
、
口
頭
に
よ
る
届
出
で
あ
っ

た
た
め
役
場
の
受
け
付
け
る
側
の
考
え
で
受
け
付
け
た
こ
と
は
既
に
述
べ

た
と
お
り
で
す
。 

松
川
に
は
表
記
を
西
東
氏
と
す
る
氏
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
西
東
氏
は

代
々
神
職
を
勤
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
斉
藤
氏
の
由
来
を
知
っ
た
う
え
で

西
東
を
名
乗
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

松
川
の
あ
ゆ
み(

松
川
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌･

二
六
㌻)
の
文
政･

天

保
年
間(

一
八
二
○
～
三
○)

に
お
け
る
八
丁
目
家
主
一
覧
と
呼
ば
れ
る
住

宅
地
図
に
よ
る
と
石
合
町
の
中
頃
の
青
麻
神
社
入
口
あ
た
り
に
西
東
薩
摩

の
家
が
見
え
て
い
ま
す
。
西
東
家
の
遠
祖
は
戦
国
時
代
の
一
五
○
○
年
代

の
中
頃
、
八
丁
目
城
に
清
野
遠
江
守
そ
の
父
備
前
守
は
土
合
舘
に
居
住
し

た
と
い
う
。
八
丁
目
城
は
西
舘
、
土
合
舘
は
東
舘
と
も
呼
ば
れ
西
舘･

東
舘

に
住
ん
だ
こ
と
か
ら
そ
の
子
孫
は
西
東
を
名
乗
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
代
々
神
職
を
勤
め
明
治
九
年(

一
八
七
六)

六
月
明
治
天
皇
東

北
巡
幸
の
み
ぎ
り
、
中
町
の
旅
館
玉
嶋
屋
に
ご
休
憩
の
際
西
東
広
親
が
和

歌
を
献
上
し
て
い
ま
す
。
明
治
十
一
年(

一
八
七
八)

当
時
西
東
弘
栄
は
大

森
村
郷
社
八
幡
神
社
を
初
め
松
川
村
諏
訪
神
社･

八
坂
神
社
を
含
む
九
神

社
、
関
谷
村
四
神
社
の
祠
掌
を
勤
め
て
い
ま
す
。
更
に
は
寺
子
屋
を
開
き

和
歌
の
指
導
に
も
当
た
っ
て
い
ま
す
。
西
東
家
の
墓
所
は
美
郷
団
地
入
り

口
、
東
の
高
台
に
あ
り
ま
す
。 

石
合
町
の
北
に
隣
接
す
る
青
麻
山
に
鎮
座
す
る
青
麻
神
社
は
、
延
宝
年

間(

一
六
七
三
～
八
一)

信
濃(

長
野
県)

の
武
士
斎
藤
六
右
衛
門
が
こ
の
地

に
帰
農
し
て
夫
妻
の
信
仰
す
る
青
麻
神
社
を
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

 

斎
藤
春
連
は
通
称
健
輔
。
屋
号
を
蝋
燭
屋
と
い
い
ま
し
た
。
明
治
元
年

(

一
八
六
八)

梅
歌
千
首
を
八
丁
目
鎮
座
の
天
満
宮
と
ゆ
か
り
の
地
、
京
都

の
北
野
天
神
に
奉
詠
し
て
歌
名
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。彼
も
ま
た
、

西
東
広
栄
同
様
ご
巡
幸
に
和
歌
を
献
上
し
て
い
ま
す
。
明
治
二
十
年(

一
八

八
七)

二
月
六
日
没
五
六
歳
。 

 
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
は
本
町
に
医
師
斉
藤
公
美
氏
が
い
ま
す
。
先

の
太
平
洋
戦
争
中
に
は
軍
医
と
し
て
従
軍
し
て
い
ま
す
。
氏
は
復
員
後
の
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昭
和
二
十
七
年(

一
九
五
二)

十
一
月
一
日
教
育
委
員
会
が
発
足
す
る
と
副

委
員
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。 

伊
達
氏
の
家
臣
、
遠
藤
基
信
は
八
丁
目
生
ま
れ 

 
 

伊
達
政
宗
の
父
伊
達
氏
一
六
代
の
輝
宗
に
仕
え
た
家
臣
の
一
人
に
中
野

宗
時
が
い
ま
す
。
宗
時
は
信
夫
郡
中
野
村
を
本
貫(

本
籍･

出
身
地)

と
さ
れ
、

中
野
氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。そ
の
中
野
村
の
謂
れ
は
信
達
一
統
志
で
は『
飯

坂
の
西
山
の
麓
に
あ
り
…
略
…
当
邨
は
西
山
え
の
入
り
口
な
り 

ま
た
南

に
三
角
山
小
丸
山
な
と
云
う
景
山
あ
り 
そ
の
中
に
あ
り
し
原
野
を
開
発

セ
ル
地
な
れ
ば
中
野
と
云
う
な
を
負
う
せ
し
な
る
べ
し
…
略
…
』
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
野
原
の
位
置
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
地
名
に

よ
る
姓
で
あ
り
ま
す
。
他
に
も
清
和
源
氏
為
義
流
。
六
丈
判
官
為
義
の
男

行
家
の
後
裔
為
貞
が
尾
張
国(

愛
知
県)

中
野
郷
に
居
住
し
名
乗
っ
た
氏
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
輝
宗
の
治
世
に
中
野
宗
時
が
首
謀
者
と
な
っ
て
謀
反
を

企
て
、
後
に｢

元
亀
の
変｣

と
呼
ば
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
事
件

を
事
前
に
察
知
し
平
定
に
努
め
た
武
将
が
八
丁
目
生
ま
れ
の
遠
藤
基
信
で

す
。
遠
藤
氏
は
藤
原
南
家
工
藤
氏
族
と
い
う
。
藤
原
武
麻
呂
の
四
男
乙
麻

呂
の
子
孫
で
工
藤
氏
の
祖
木
工
助

も

く

の

す

け

為
憲
に
始
ま
り
為
憲
の
後
裔
で
相
良
維

兼
が
天
延
三
年(

九
七
五)

遠
江
守(

静
岡
県
の
長
官)

に
任
ぜ
ら
れ
藤
原
の

｢

藤｣

と
遠
江
国
の｢

遠｣

を
併
せ
遠
藤
を
名
乗
り
ま
し
た
。 

伊
達
家
の
文
書
に
一
○
○
石
以
上
の
家
臣
の
家
譜
を
編
集
し
た｢

伊
達

世
臣
家
譜｣

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
遠
藤
基
信
は
伊
達
郡(

正
し

く
は
信
夫
郡)

八
丁
目
西
水
原
の
西
光
寺
住
職
金
伝
坊
の
子
と
し
て
、
天
文

元
年(

一
五
三
二)

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
伊
達
家
の
文
書
に
は
、
領
地
の
大

き
さ
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
信
夫
郡
を
含
め
、
伊
達
郡
と
称
し
て

い
た
文
書
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
水
原
と
あ
る
が
、
西
方
に

は
文
字
通
り
水
原
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
地
は
水
原
の
東
、
八
丁

目
本
西
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
の
西
光
寺
は
、
か

つ
て
本
西
に
あ
り
ま
し
た
。本
西
は
本
西
光
寺
の
詰
ま
っ
た
も
の
で｢

駅
の

西
に
あ
り 

こ
こ
は
今
の
西
光
寺
の
本
在
り
し
地
な
り 

故
に
こ
の
名
称

あ
り
…
…
…
以
下
略｣

と
信
達
一
統
志
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
西
光
寺

の
光
寺
が
省
か
れ
、
本
西
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い

ま
す
。
金
伝
坊
は
役
行
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
子
、
基
信
は

便
宜
上
修
験
の
姿
で
岩
坊
と
名
乗
り
、
聖
護
院
門
跡
の
坊
官
と
し
て
、
西

国
で
も
相
当
の
働
き
と
足
跡
を
残
し
、
諸
国
の
政
情
な
ど
に
も
精
通
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
が
縁
あ
っ
て
輝
宗
に
仕
え
、
取
立
て
ら
れ
ま

し
た
。
輝
宗
が
織
田
信
長
と
い
ち
早
く
交
信
し
た
の
は
、
基
信
の
進
言
に
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よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
政
宗
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
基
信
が
来
年
に
つ

い
て
行
っ
た
予
測
は
、
十
に
八
つ
は
、
は
ず
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言

わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
黒
毛
の
馬
や
屋
敷
内
で
作
っ
た
茶
釜
を
信
長
に
贈

り
、
信
長
は
こ
の
釜
に｢

遠
山｣

と
名
付
け
て
秘
蔵
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 織

田
信
長
の
出
た
織
田
氏
は
系
図
上
で
は
平
重
盛
の
子
、
資
盛
を
祖
と

し
て
い
ま
す
。
資
盛
の
子
、
親
真
が
越
前
国
摩
敦
賀
郡(

福
井
県)

の
織
田

剣
神
社
の
神
官
と
な
っ
て
織
田
氏
を
名
乗
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
名
は
小
さ
い
田
を
表
す
小
田
が
織
田
に
転
じ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。更
に
、

遠
藤
基
信
は
天
正
十
年(

一
五
八
二)

頃
の
七
月
一
日
付
で
徳
川
家
康
か
ら
、

天
正
十
三
年(

一
五
八
五)

七
月
二
日
付
け
で
羽
柴
秀
吉
か
ら
書
状
を
受
け

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
秀
吉
に
も
栗
毛
馬
一
頭
を
献
上
し
て
い
ま
す
。 

徳
川
家
康
は
旧
姓
松
平
で
三
河
国
加
茂
郡
松
平
郷(

愛
知
県
豊
田
市
松

平
町)

が
発
祥
。
親
氏
を
初
代
と
し
て
九
代
家
康
に
い
た
る
。
永
禄
九
年(
一

五
六
六)

勅
許(

天
皇
の
許
可)

を
得
て
松
平
姓
か
ら
徳
川
氏
に
改
め
ま
し
た
。

家
康
は
上
野
国(

群
馬
県)

新
田
氏
の
後
裔
と
し
て
清
和
源
氏
の
嫡
流
を
汲

む
と
し
て
松
平
か
ら
徳
川
に
改
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
家
康
が

将
軍
に
な
る
た
め
の
偽
作
で
無
理
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
松
平
の
松
は
め
で
た
い
木
で
、
松
の
生
え
た
平
ら
な
と
こ
ろ
に
よ
る

地
名
姓
と
い
わ
れ
ま
す
。
秀
吉
に
つ
い
て
は
13
㌻
参
照
。 

天
正
十
二
年(

一
五
八
四)

十
月
二
十
日
輝
宗
は
隠
居
し
ま
す
。
輝
宗
に

仕
え
、
政
宗
が
敬
服
し
て
い
た
基
信
を
、
政
宗
も
引
き
続
き
家
臣
と
し
て

仕
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
基
信
は｢

主
君
へ
二
代
の
出

頭
ハ
な
ら
ぬ
も
の
な
り｣

と
い
う
、強
い
信
念
に
よ
っ
て
仕
え
る
こ
と
を
辞

し
て
、
天
正
十
三
年(

一
五
八
五)

八
月
ご
ろ
隠
居
し
ま
し
た
。
基
信
は
千

五
百
石
を
賜
る
、
後
に
八
千
石
を
賜
る
も
固
辞
し
て
こ
れ
を
受
け
ま
せ
ん

で
し
た
。 

 

輝
宗
は
天
正
十
三
年(

一
五
八
五)

十
月
八
日
、
畠
山
義
嗣
の
手
に
よ
り

二
本
松
高
田
に
お
い
て
非
業
の
死
を
遂
げ
ま
す
。
葬
式
の
日
に
主
君
輝
宗

の
後
を
追
っ
て
基
信
は
自
刃
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
政
宗
に
止
め
ら
れ
思

い
止
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
二
七
日

ふ

た

な

の

か

に
当
る
十
月
二
十
一
日
、
輝
宗
の
墓

前
で
殉
死
し
ま
し
た
。
五
四
歳
の
こ
と
で
し
た
。
基
信
は
長
井
庄
夏
刈(

山

形
県
高
畠
町)

の
資
福
寺
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
場
所
は
先
に
葬
ら
れ
た

輝
宗
の
墓
の
側
で
あ
り
ま
し
た
。
殉
死
し
た
こ
と
は
政
宗
に
深
い
感
銘
を

与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
子
宗
信
に
遠
藤
家
を
継
が
せ
る

な
ど
子
孫
を
重
用
し
ま
し
た
。
遠
藤
家
は｢

宿
老｣

に
列
せ
ら
れ
栗
原
郡
川
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口(
宮
城
県
栗
原
市
一
迫)

で
千
八
百
石
を
領
し
、
子
孫
に
有
能
な
者
が
輩

出
し
、藩
政
時
代
に
入
っ
て
伊
達
家
の
家
老
職
と
な
っ
て
手
腕
を
発
揮
し
、

宿
老
の
家
格
を
保
ち
明
治
維
新
ま
で
続
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
江
戸
時
代
中
期
八
丁
目
で
仕
事
を
し
た
鋳
物
師
に
遠
藤
氏
が
居

ま
す
。
西
光
寺
の
梵
鐘
は
寛
永
二
年(

一
七
四
九)

の
鋳
造
で
冶
工
遠
藤
左

兵
衛
、
安
斉
五
兵
衛
祐
真
、
更
に
鈴
木
新
五
郎
正
永
の
名
が
見
え
ま
す
。 

浅
川
村
を
開
発
し
た
尾
形
兄
弟 

 

浅
川
村
の
初
見
は
伊
達
氏
一
四
代
稙
宗
が
天
文
七
年(

一
五
三
八)

に
作

成
し
た
段
銭
帳(

耕
地
税
台
帳)

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
遅

く
と
も
こ
の
時
代
に
村
と
し
て
の
形
態
が
整
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

浅
川
の
東
端
に
位
置
す
る
古
淺
川
は
、
浅
川
を
拓
く
時
最
初
に
開
拓
し

た
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
古
い
時
期
に
開
か
れ
た
地
の
た
め
古
淺
川
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
尾
形
和
泉
は
黒
沼
神
社
の
神
官
で
、
そ
の
兄
の
若
狭

は
浅
川
村
を
開
拓
し
た
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
村
に
は
尾
形
の
姓
が

多
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
尾
形
若
狭
の
碑
は
舟
橋
観
音
堂
の
前
に
あ
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
の
後
期
に
江
戸
ま
で
名
が
聞
こ
え
た
三
味
線
作
り
に
高
い
技

術
の
持
っ
た
皷
ヶ
岡
村
の
尾
形
久
米
吉
氏
が
居
ま
す
。
氏
は
越
後(

新
潟

県)

の
人
で
、
江
戸
で
三
味
線
作
り
の
技
術
を
習
得
し
八
丁
目
に
移
り
住
み

ま
し
た
。
奇
行
に
富
ん
だ
職
人
で
、
三
味
線
作
り
に
集
中
す
る
と
身
の
回

り
の
器
物
を
手
当
た
り
し
だ
い
戸
外
に
投
げ
出
し
、
あ
る
い
は
町
内
を
駆

け
め
ぐ
り
、
会
心
の
作
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
江
戸
か
ら
の
注
文
が

絶
え
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

兄
弟
博
士
と
有
名
な
の
が
、
尾
形
鶴
吉･

亀
吉
博
士
で
あ
り
ま
す
。
鶴
吉

は
浅
川
字
椚
林
一
六
番
地
に
明
治
三
十
年(

一
八
九
七)

二
月
二
十
九
日
、

尾
形
円
作
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。福
島
師
範
学
校
第
一
部
を
卒
業
、

小
学
校
訓
導(

教
師)

を
勤
め
、
大
正
十
年(

一
九
二
一)

一
月
十
三
日
、
福
島

県
教
育
会
信
夫
部
会
か
ら
教
育
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。
後

に
上
京
し
、
苦
学
し
て
早
稲
田
大
学
文
学
部
史
学
科
を
卒
業
し
ま
し
た
。

昭
和
二
十
五
年(

一
九
五
○)

文
学
博
士
と
な
っ
て
い
ま
す
。
弟
亀
吉
は
兄

鶴
吉
と
三
つ
ち
が
い
の
明
治
三
十
三
年(

一
九
○
○)

六
月
二
十
八
日
生
ま

れ
。
福
島
師
範
卒
業
後
、
小
学
校
訓
導(

教
師)

と
な
り
ま
し
た
。
後
に
上

京
し
、
日
本
大
学
文
学
部
英
文
科
を
苦
学
し
て
卒
業
。
昭
和
二
十
四
年(

一

九
四
九)

経
済
学
博
士
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
大
芸
術
学
部
長
、
東

京
文
化
学
園
長
、
本
州
大
学
学
長
を
歴
任
。
昭
和
四
十
六
年(

一
九
七
一)

十
月
十
日
没
、
七
一
歳
で
し
た
。 
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尾
形
氏
は
東
日
本
に
多
い
名
字
で
東
北
南
部
、
中
で
も
宮
城
県
に
特
に

多
く
あ
り
ま
す
。
戦
国
時
代
出
羽
国
飽
海
郡
大
町
村(

山
形
県
酒
田
市)

に

土
豪
の
尾
形
氏
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
は
同
地
の
大
庄
屋
を
勤
め
て

い
ま
す
。 

泉
龍
寺
、
西
光
寺
建
立
は
加
藤
氏 

 

水
原
字
石
内
の
泉
龍
寺
の
由
緒
に
よ
る
と
弘
治
三
年(

一
五
五
七)

愛
宕

館
城
主
加
藤
金
兵
衛
が
山
際
地
内
に
一
陽
山
泉
竜
院
を
建
立
し
た
の
が
初

め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
加
藤
金
兵
衛
は
永
禄
年
間(

一
五
五
八
～
七

○)

に
愛
宕
館
に
居
住
し
、
そ
の
位
牌
は
今
も
泉
龍
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
』

と
信
達
二
郡
村
史
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
天
保
年
間(
一
八
三
○
～
一
八
四

三)

当
時
下
水
原
の
名
主
は
加
藤
長
四
郎
と
金
入
道
内
名
主
丹
野
又
市
の

二
人
が
そ
の
任
に
あ
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
天
明
根
の
西
光
寺
の
開
基
は
天
正
年
間(

一
五
七
三
～
九
一)
大

竹
和
泉
、加
藤
備
前
の
両
名
に
よ
っ
て
高
野
聖
西
光
坊
が
開
山
し
ま
し
た
。

と
は
西
光
寺
の
由
緒
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
既
述
し
た
伊
達
氏
家
臣
、

遠
藤
基
信
は
西
光
寺
金
伝
坊
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
の
は
天
文
元
年(

一

五
三
二)

と
あ
り
ま
す
。
更
に
相
生
集
か
ら
は
永
禄
四
年(

一
五
六
一)

と
推

定
さ
れ
ま
す
。
福
島
市
史
編
纂
委
員
を
務
め
た
梅
宮
氏
は
、
史
料
で
は
確

認
が
で
き
な
い
が
平
安
時
代
後
期
に
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
遅
く
と
も
一
六
世
紀
に
は
創
建
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
西
光
寺
開
基
の
一
人
大
竹
和
泉
は
既
述
の
北

畠
顕
家
か
ら
地
頭
職
を
命
じ
ら
れ
た
大
竹
氏
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

加
藤
氏
に
画
家
も
居
ま
す｢

奥
州
一
覧
道
中
膝
栗
毛｣

に
挿
絵
を
描
い
た

の
が
加
藤
候
一

そ
ろ
い
ち

で
あ
り
ま
す
。
皷
ヶ
岡
中
町
の
人
、
屋
号
は
桝
屋
、
通
称

銀
五
郎
、
呉
服
商
で
広
く
関
東
北
に
取
引
を
し
ま
し
た
。
狂
歌
、
狂
画
が

得
意
で
、
嘉
永(

一
八
四
八
～
五
五)

の
頃
百
舌
鳥
逎
舍

も

ず

の

や

は

い

と
伊
勢
参
宮
漫
遊

し
そ
の
道
中
に
奇
行
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
文
久
三
年(

一
八
六
三)

正
月

十
一
日
、
七
三
歳
で
没
し
て
い
ま
す
。 

加
藤
氏
は
嘉
藤
、
可
藤
、
河
藤
な
ど
も
同
じ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
原

北
家
利
仁
か
ら
七
代
目
の
景
通(

道)

が
加
賀(

石
川
県)

介(

介
は
職
名
で
、

律
令
制
で
長
官
を
補
佐
す
る
役
職)

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
藤
原
の
藤
と
加

賀
の
加
を
合
わ
せ
、
加
藤
氏
を
称
し
ま
し
た
。
そ
の
子
景
員(

清)

が
伊
勢

に
下
向
し
て
伊
勢
で
の
加
藤
氏
の
祖
と
な
っ
て
い
ま
す
。
景
兼
は
源
頼
朝

に
仕
え
ま
す
が
、
梶
原
景
時
の
乱
に
連
座
し
て
所
領
を
失
い
、
子
景
義
は

美
濃(
岐
阜
県)

に
移
っ
て
美
濃
で
の
加
藤
氏
の
祖
と
な
り
ま
し
た
。
越
後

(

新
潟
県)
新
発
田
藩
家
老
に
加
藤
氏
が
あ
り
ま
し
た
。
初
代
平
左
衛
門
清
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重
は
織
田
信
長
に
仕
え
て
い
ま
し
た
が
、
本
能
寺
の
変
後
溝
口
家
に
転
じ

て
い
ま
す
。
ま
た
同
国
三
条
に
は
豪
商
の
加
藤
家
が
あ
り
ま
し
た
。
加
賀

藩
重
臣
の
加
藤
家
は
前
田
利
家
に
仕
え
て
三
千
五
百
石
を
領
し
た
加
藤
宗

兵
衛
重
康
が
祖
で
あ
り
ま
す
。
全
国
的
に
多
く
、
福
島
県
に
特
に
多
い
姓

で
す
。 

八
坂
神
社
を
勧
請
し
た
中
村
氏 

 

松
川
駅
前
に
鎮
座
す
る
八
坂
神
社
は
、
明
治
の
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ

る
ま
で
は
、
牛
頭
天
王
ま
た
は
て
ん
の
う
さ
ま
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
の
修
行
道
場
だ
っ
た
祇
園
精
舎
の
守
り
神
だ
っ
た
と
さ
れ
る
古

い
歴
史
の
あ
る
神
社
で
す
。
我
が
国
に
は
欽
明
天
皇
元
年(

五
四
○)

に
尾

張
国(

名
古
屋
市)

に
津
嶋
神
社
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
が
初
め
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

八
坂
神
社
の
縁
起(

仏
教
用
語
で
社
寺
な
ど
の
由
来
ま
た
は
霊
験
な
ど

を
記
し
た
も
の)

に
よ
る
と
元
亀
年
間(

一
五
七
○
～
七
三)

、
尾
張
の
武
士

中
村
安
秀
が
こ
の
地
に
来
て
病
魔
退
散
を
祈
願
し
て
、
尾
張
国(

愛
知
県
津

島
市)

津
島
神
社
を
分
霊
し
て
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

中
村
氏
は
仲
村
、
中
邨
、
中
邑
も
同
じ
で
、
中
村
氏
は
屈
指
の
大
姓
で

あ
り
ま
す
。
中
村
は
本
村
や
本
郷
と
同
じ
で
元
に
つ
な
が
る
、
つ
ま
り
中

心
と
な
る
村
の
意
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
東
村
氏
や
上
村
氏
な
ど
方
角

に
よ
る
分
村
が
出
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
稲
作
の
発
達
と
と
も
に
集
落
が
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
村
の
地
名
は
古
代
か
ら
あ
り
現
在
で
も

各
県
で
上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。 

清
和
源
氏
為
義
流
。
六
条
判
官
為
義
の
男
左
馬
頭
義
朝
の
長
男
義
平
が

中
村
を
名
乗
っ
た
氏
も
あ
り
ま
す
。 

大
和
国(

奈
良
県)

忍
海
郡
中
村
郷
よ
り
発
祥
。
ほ
か
常
陸
国(

茨
城
県)

新
治
郡
中
村
が
発
祥
な
ど
も
あ
り
ま
す
。 

陸
奥
国
中
村
氏
は
磐
井
郡
仲
村(

岩
手
県
一
関
市
花
泉
町)

が
発
祥
で
葛

西
氏
の
一
族
。
武
蔵
野
中
村
氏
は
秩
父
郡
中
村(

埼
玉
県
秩
父
市)

が
発
祥
。

丹
党
の
一
つ
で
丹
治
時
房
の
子
時
重
が
中
村
氏
を
名
乗
っ
て
い
ま
す
。 

常
陸
国
鹿
島
郡
中
村(

茨
城
県
鹿
島
市)

発
祥
の
中
村
氏
は
桓
武
平
氏
大

塚
氏
の
一
族
。
林
頼
幹
の
二
男
重
頼
が
中
村
に
住
ん
で
中
村
氏
を
名
乗
っ

て
い
ま
す
。 

相
模
国(

神
奈
川
県)

余
綾
郡
中
村
郡
か
ら
起
こ
っ
た
中
村
氏
は
同
地
の

大
族
に
成
長
し
ま
し
た
。 

北
陸
に
は
藤
原
利
仁
の
子
孫
斉
藤
氏
か
ら
分
か
れ
た
中
村
氏
が
広
ま
っ

て
い
ま
す
。 
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ま
た
、
加
賀
国(

石
川
県)

石
川
郡
中
村
か
ら
起
こ
っ
た
氏
族
も
あ
り
ま

す
。
後
世
、
加
賀
前
田
藩
士
に
中
村
氏
が
多
数
あ
り
ま
し
た
。 

甲
斐(

山
梨
県)

の
中
村
氏
は
清
和
源
氏
武
田
氏
の
流
れ
や
古
代
氏
族
上

毛
野
族
の
後
裔
な
ど
で
武
田
家
臣
か
ら
後
に
徳
川
旗
本
に
な
っ
た
系
も
あ

り
ま
す
。
ほ
か
に
遠
江
国(
静
岡
県)

発
祥
の
中
村
氏
も
あ
り
ま
す
。 

相
馬
軍
浅
川
ま
で
攻
め
入
る 

 

伊
達
稙
宗
が
円
森(

丸
森)

城
に
隠
退
し
た
の
は
天
文
十
七
年(

一
五
四

八)

秋
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
伊
達
晴
宗
と
相
馬
方
は
緊
張
関
係
に
あ
り
ま
し

た
。
稙
宗
の
息
女
は
相
馬
顕
胤
が
室
で
、
相
馬
方
と
親
し
い
関
係
に
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
稙
宗
が
永
禄
八
年(

一
五
六
五)
死
去
す
る
と
、
こ
れ

を
契
機
に
本
格
的
な
抗
争
状
況
に
突
入
し
ま
し
た
。
元
亀
二
年(

一
五
七

一)

の
輝
宗
の
治
家
記
録
に
よ
る
と｢

此
年
。
当
家
と
相
馬
殿
、
信
夫
郡
浅

川
ニ
於
イ
テ
戦
ア
リ
亘
理
兵
庫
頭
殿
元
宗
功
ア
リ
、
竹
ニ
雀
ノ
御
紋
ヲ
許

サ
ル｣

と
あ
り
、
相
馬
軍
は
信
夫
郡
浅
川(

松
川
町
浅
川)

ま
で
攻
め
入
っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
浅
川
ま
で
攻
め
入
っ
た
、
そ
の
浅
川

の
地
は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
浅
川
に
は
八
丁
目
城
主
伊
達
氏
の
出
城

で
、｢

ほ
ら
貝｣

で
通
報
し
た
物
見
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る｢

貝
吹
舘｣

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
位
置
は
八
丁
目
城
か
ら
北
東
約
一
㌖
、
旧
国
道
美
郷

入
口
か
ら
北
約
五
○
○
㍍
に
交
差
す
る
丘
陵
で
、標
高
約
二
○
八
・
五
㍍
、

頂
上
北
端
に
は
津
島
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
の
貝
吹
舘
を
目
標
と

し
て
争
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
信
達
二
郡
村
史
に
よ
る
と

福
島
村(

福
島
市)

の
陣
場
町
は｢

慶
長
六
年(

一
六
○
一)

四
月
伊
達
政
宗
が

大
軍
を
率
い
福
島
城
を
攻
め
る
時
、
本
荘
繁
長
が
城
を
守
る
陣
を
張
り
米

沢
の
援
路
を
絶
ち
た
る
所
と
云
う｣

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
陣
を
張

っ
た
所
で
あ
る
こ
と
か
ら｢

陣
場｣

の
地
名
と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
浅
川
に
見
え
る
陣
場
の
地
も
陣
を
張
っ
た
と
こ
ろ

と
思
わ
れ
、
こ
の
あ
た
り
で
、
一
戦
を
交
え
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
位
置
は
、
旧
国
道
の
福
島
大
学
入
口
の
信
号
機
の
東
か
ら
金
谷
川
小

学
校
の
あ
る
あ
た
り
で
す
。 

 

な
お
、
こ
の
戦
で
、
伊
達
家
家
臣
亘
理
宗
元
は
戦
功
を
あ
げ
、
竹
に
雀

の
紋
を
許
さ
れ
て
い
ま
す
。 

亘
理
氏
の
亘
理
は
元
々
渡
、
亘
で
あ
る
が
二
字
を
も
っ
て
体
裁
を
整
え

た
地
名
で
す
。
阿
武
隈
川
が
氾
濫
し
て
人
が
川
を
渡
る
こ
と
に
難
儀
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
亘
理
あ
た
り
が
比
較
的
渡
り
や
す
く
渡
、
亘
の
地

名
が
出
来
た
の
が
亘
理
に
転
じ
た
こ
と
に
よ
る
地
名
姓
で
あ
り
ま
す
。
陸

奥
国(

宮
城
県)
亘
理
郡
亘
理
の
領
主
武
石
氏
は
千
葉
常
胤
の
三
男
三
郎
胤
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盛
を
祖
と
し
て
い
ま
す
。
胤
盛
は
初
め
下
総
国(

千
葉
県)

千
葉
郡
武
石
を

領
し
て
い
た
こ
と
か
ら
名
乗
り
ま
し
た
。
後
に
頼
朝
か
ら
宇
田
、
伊
具
、

亘
理
の
三
郡
の
所
領
を
賜
り
、
そ
の
曾
孫
宗
胤
が
乾
元
元
年(

一
三
○
三)

初
め
て
亘
理
城
に
移
り
、
宗
胤
の
曾
孫
の
代
に
亘
理
を
称
し
ま
し
た
。
時

は
暦
応
二
年(

一
三
三
九)
で
し
た
。 

前
述
の
伊
達
政
宗
の
侵
攻
を
福
島
城
を
守
っ
た
と
さ
れ
る
本
荘
繁
長
の

本
荘
氏
は
本
庄
氏
も
同
族
。
地
名
姓
で
各
地
に
あ
り
ま
す
。
比
較
的
関
西

と
秋
田
県
に
多
い
姓
で
す
。
本
荘
氏
の
本
荘
は
後
に
開
発
さ
れ
た
新
荘
園

に
対
し
、
昔
か
ら
あ
っ
た
荘
園
を
指
し
て
い
ま
す
。
後
に
開
発
さ
れ
た
地

名
姓
に
新
庄
氏
も
あ
り
ま
す
。
武
蔵
国
本
荘
氏
は
児
玉
郡
本
荘(

埼
玉
県
本

庄
市)

が
発
祥
で
児
玉
党
の
一
つ
。
鎌
倉
時
代
は
幕
府
の
御
家
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。
越
後
本
荘
氏
は
桓
武
平
氏
秩
父
氏
。
季
長
が
源
頼
朝
か
ら
越
後

国
小
泉
荘
の
地
頭
に
補
さ
れ
て
下
向
。
子
行
長
は
同
荘
内
の
本
荘
に
住
ん

で
本
荘
氏
を
称
し
ま
し
た
。
摂
津
国(

一
部
は
大
阪
府
、
一
部
は
兵
庫
県)

本
荘
氏
は
兎
原
郡
本
荘
の
地
に
住
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

 

話
を
元
に
戻
し
ま
す
。
こ
の
後
に
お
い
て
も
相
馬
と
の
対
立
は
解
消
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
宗
は
一
五
歳
に
な
る
天
正
九
年(

一
五
八
一)

五
月
、

父
輝
宗
に
従
っ
て
の
相
馬
攻
め
が
初
陣
と
な
り
ま
し
た
。 

相
馬
は
古
く
は
佐
宇
万･

倉
麻
と
も
書
い
て
い
ま
し
た
。千
葉
常
将
の
六

世
師も

ろ

常つ
ね

が
祖
で
、
下
総
国(

千
葉
県)

相
馬
が
そ
の
本
来
の
領
地
で
あ
り
ま

す
。
文
治
五
年(

一
一
八
九)

源
頼
朝
に
従
え
奥
州
合
戦
で
軍
功
が
あ
っ
た

師
常

も
ろ
つ
ね

は
下
総
国(

千
葉
県)

相
馬
郡
か
ら
陸
奥
国(

福
島
県)

行
方
郡
を
拝
領

し
て
相
馬
氏
を
名
乗
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
行
方
郡
は
相
馬
郡
と

称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
い
つ

だ
っ
た
か
を
記
す
史
料
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
行
方
は
平
坦
な
地

形
が
並
び
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
指
し
ま
す
。
相
馬
郡
の
初
見
は
天
文
九

年(

一
五
四
○)

十
一
月
十
四
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

秀
吉
の
検
地
令
の
本
拠
地
と
な
っ
た
八
丁
目
城 

 

天
正
十
八
年(

一
五
九
○)

八
月
、
奥
州
仕
置
き(

取
締
り･

管
理
す
る
こ

と)

の
た
め
黒
川
城(

後
の
若
松
城)

に
や
っ
て
き
た
豊
臣
秀
吉
は
、
八
丁
目

に
陣
し
て
い
た
浅
野
長
政
に
対
し
、
厳
し
い
検
地
令
を
出
し
た
こ
と
は
有

名
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
紙
面
の
都
合
上
割
愛
し
ま
す
が
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
っ
た
た
め
、
教
材
と
し
て
、
高
校
の
日
本
史
の
教
科
書
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
太
閤
の
検
地
は
、
中
世
の
銭
で
納
め
る
貫

文
制
を
年
貢
で
納
め
る
石
高
制
に
代
え
る
と
い
う
大
変
革
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。
土
地
の
面
積
を
正
確
に
測
り
、
そ
の
土
質
を
も
調
べ
て
田
・
畑
・
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屋
敷
す
べ
て
等
級
別
に
割
り
出
し
て
村
の
生
産
高
を
米
の
石
高
で
表
す
よ

う
に
し
ま
し
た
。 

 

検
地
を
命
じ
ら
れ
た
浅
野
長
政
と
は
、
天
文
十
五
年(

一
五
四
七)

～
慶

長
十
五
年(

一
六
一
一)

。
安
土
桃
山
時
代
の
武
将
。
尾
張
国(

愛
知
県
西
部)

春
日
井
の
安
井
重
継
の
子
。
通
称
弥
兵
衛
。
初
名
は
長
吉
。
織
田
信
長
の

弓
衆
で
伯
父
の
浅
野
長
勝
の
養
子
と
な
り
織
田
信
長
に
仕
え
ま
し
た
。
天

正
元
年(

一
五
七
三)

以
来
豊
臣
秀
吉
直
属
の
家
臣
と
し
て
勢
力
を
伸
張
し
、

奉
行
と
し
て
検
地
、
軍
事
な
ど
を
担
っ
て
い
ま
す
。
浅
野
氏
は
美
濃
国
土

岐
郡
浅
野
村(

岐
阜
県
土
岐
市)

が
発
祥
に
よ
る
地
名
姓
で
、
草
木
の
繁
り

が
浅
い
痩
せ
た
原
野
を
い
い
ま
す
。 

蒲
生
氏
の
信
達
支
配 

天
正
十
八
年(

一
五
九
○)

八
月
秀
吉
の
奥
州
仕
置
き
に
よ
っ
て
、
下
川

崎
、
沼
袋
の
二
村
の
属
し
た
安
達
郡
は
会
津
蒲
生
氏
郷
氏
の
領
地
と
さ
れ

ま
し
た
。
翌
十
九
年(

一
五
九
一)

九
月
信
夫
、
伊
達
両
郡
も
蒲
生
氏
の
領

地
と
さ
れ
ま
し
た
。
氏
郷
は
文
禄
元
年(

一
五
九
二)

、
会
津
黒
川
の
地
名

を｢

会
津
若
松｣

と
改
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
氏
郷
の
郷
里
、
近
江
国(

滋
賀

県)

蒲
生
郡
若
松
の
森
の
名
に
因
ん
で｢

若
松｣

と
名
付
け
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
鶴
ヶ
城
は
氏
郷
の
幼
名
鶴
千
代
に
因
む
と
い
わ
れ
ま
す
。 

蒲
生
氏
は
関
東
か
ら
南
部
に
多
い
名
字
。
蒲
生
氏
郷
の
出
た
近
江
国(

滋

賀
県)

蒲
生
氏
と
大
隅(

鹿
児
島
県)

の
蒲
生
氏
が
著
名
。
蒲
が
生
え
て
い
た

地
を
開
発
し
た
こ
と
に
よ
る
地
名
姓
で
す
。
近
江
の
蒲
生
氏
は
蒲
生
郡(

滋

賀
県
蒲
生
郡)

が
発
祥
。
藤
原
北
家
秀
郷
流
。
俊
賢
は
源
頼
朝
に
仕
え
ま
し

た
。室
町
時
代
は
足
利
氏
に
属
し
、戦
国
時
代
は
六
角
氏
に
仕
え
ま
し
た
。

賢
秀
の
時
に
織
田
信
長
に
従
え
、
そ
の
子
氏
郷
が
会
津
若
松
城
主
な
っ
て

い
ま
す
。
近
江
は
琵
琶
湖
の
淡あ

わ

海う
み

が
近
江
に
転
じ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま

た
蒲
団
は
古
い
時
代
、
蒲
の
葉
を
乾
燥
さ
せ
こ
れ
を
編
ん
で
坐
禅
な
ど
に

用
い
る
円
座
と
し
た
こ
と
か
ら
と
い
わ
れ
、
布
団
は
当
て
字
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
蒲
の
穂
を
乾
燥
さ
せ
て
綿
代
わ
り
に
し
た
時
代
も
あ
り
ま
し

た
。 

杉
目
城
を
福
島
城
と
改
め
た
木
村
吉
清 

木
村
吉
清
は
陸
奥
国
志
田･

遠
他･

加
美･

玉
造･

栗
原
の
五
郡(

宮
城
県

古
川
市)

の
総
称
大
崎
の
地(

宮
城
県
大
崎
市)

を
領
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

よ
り
前
、
斯
波
氏
は
下
総(

千
葉
県
と
茨
城
県
の
一
部)

大
崎
荘
を
領
地
と

し
て
い
ま
し
た
が
、
家
兼
が
奥
州
探
題
と
な
り
移
り
住
ん
だ
た
め
大
崎
氏

を
称
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
戦
国
大
名
と
な
る
と
前
記
五
郡
を
支
配
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
地
域
を
大
崎
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、



 - 13 - 

初
代
大
崎
家
兼
の
二
男
兼
頼
が
羽
州(

山
形
県)

探
題
に
に
な
る
と
最
上
氏

を
名
乗
り
最
上
氏
の
祖
と
な
り
ま
し
た
。
大
崎
氏
は
一
三
代
義
隆
が
天
正

十
八
年(

一
五
九
○)

秀
吉
に
領
地
を
没
収
さ
れ
大
崎
の
地
は
木
村
吉
清
の

所
領
と
な
り
ま
し
た
が
、
同
年
十
月
葛
西
大
崎
一
揆
が
起
こ
り
木
村
氏
は

没
落
し
ま
し
た
。
そ
の
後
木
村
伊
勢
守
吉
清
は
蒲
生
氏
郷
の
家
臣
と
な
り

信
夫
五
万
石
を
与
え
ら
れ
大
森
城
主
と
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
こ
れ
ま
で
、

杉
目
城
と
呼
ば
れ
て
い
た
ま
し
た
が
、
木
村
伊
勢
守
吉
清
が
蒲
生
氏
郷
の

命
を
受
け
、
文
禄
元
年(

一
五
九
二)

に
福
島
城
と
改
称
し
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
は
、
氏
郷
が
会
津
黒
川
城
を
会
津
若
松
城
に
改
め
た
こ
と
に
あ

や
か
り
、
杉
目
城
か
ら
福
島
城
に
改
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

木
村
氏
は
樹
木
の
茂
る
村
を
意
味
す
る
地
名
姓
で
全
国
各
地
に
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
近
江
国
木
村
郷(

滋
賀
県
蒲
生
町)

発
祥
の
木
村
は

佐
々
木
か
ら
改
正
し
た
紀
臣
朝
成
高
の
後
裔
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か

摂
津(

大
阪
府)

や
紀
伊(

和
歌
山
県)

発
祥
の
木
村
氏
が
あ
り
ま
す
。
下
野
国

都
賀
郡(

栃
木
県
都
賀
町)

木
村
発
祥
は
藤
原
秀
郷
の
子
孫
佐
野
市
か
ら
出

た
足
利
氏
族
で
す
が
足
利
成
行
の
曾
孫
信
綱
が
木
村
五
郎
を
称
し
ま
し
た
。

こ
の
系
か
ら
旗
本
に
な
っ
た
家
や
常
陸
佐
竹
氏
に
仕
え
た
家
が
あ
り
ま
す
。 

信
濃
の
武
士
が
常
円
寺
を
建
立 

 

信
濃
国(

長
野
県)

水
内
郡
奈
良
沢
村
の
地
頭
で
、
奈
良
沢
氏
五
代
淳
盛

が
父
奈
良
沢
民
部
少
輔 

藤
原
済
盛
公
の
霊
を
弔
う
た
め
、
陸
奥
国
信
夫

郡
皷
ヶ
岡
村(

福
島
市
松
川
町)

水
晶
沢
に
慶
長
三
年(

一
五
九
八)

長
沢
山

常
円
寺
を
建
立
し
ま
し
た
。そ
れ
は
、慶
長
三
年(

一
五
九
八)

一
月
越
後(

新

潟
県)

春
日
山
城
主
で
あ
っ
た
上
杉
景
勝
が
、
蒲
生
氏
に
代
わ
っ
て
会
津
若

松
城
主
と
な
り
、
信
夫
郡
、
伊
達
郡
、
出
羽
国(

山
形
県)

長
井
郡
は
上
杉

氏
の
領
地
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
上
杉
氏
の
家
臣
で
あ
る
奈
良
沢
氏
が
上

杉
氏
に
従
え
、
信
濃
国
か
ら
皷
ヶ
岡
村
に
移
り
住
ん
だ
も
の
で
す
。
し
か

し
、
奈
良
沢
氏
の
そ
の
後
の
消
息
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
奈
良
沢
氏
は

奈
良
沢
村
に
住
ん
だ
こ
と
か
ら
そ
の
村
名
を
名
乗
り
ま
し
た
。
奈
良
沢
は

楢
の
木
の
あ
る
沢
に
因
む
地
名
と
い
わ
れ
ま
す
。 

  


